
医療福祉相談室

平成 30 年 4 月 2 日改訂

年金に加入している方が、病気やケガをして完治に至らず、日常生活に支障が出る状態

になった場合に支給されます。

次のような条件が必要です。

（精神障害で受給する場合。他の障害の場合、条件が異なることがありますのでご確認

下さい。）

１）初診日から 1 年 6 か月以上経過していること

      精神科の症状で、初めて医療機関を受診した日のこと。

      必ずしも精神科を受診している必要はなく、かかりつけの内科医などを受診した場合

      も含みます。



国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害年金に該当しない方には「特

別障害給付金制度」があります。20 歳の時に学生だった方や主婦の方等が対象になりま

す。心当たりの方は、お近くの年金事務所へご相談ください。

平成 30 年度　障害基礎年金額（年額）

1 級　974,125 円

2 級　779,300 円

※  厚生年金に加入中に初診日があるときは、障害厚生年金も受給できます。

※  受給者に生計を維持されている子がいる場合には、加算があります。

国民年金は、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合、保険料の納付が免除さ

れます。

また、学生には納付特例、保険料を支払うことが困難な状態ある 20 歳代の人には、保険

料の納付が猶予される制度（若年者納付猶予制度）があります。免除・猶予期間は年金に

加入しているとみなされますが、市区町村の窓口で、申請の手続きが必要です。

※ 先にご説明した障害年金の等級（１～３級）は、障害者手帳の等級とは、別の制度です

    ので、年金の等級と手帳の等級は、必ずしも一致するとは限りません。

※ この年金は、収入があっても支給されますので（条件はあります）、現在お仕事をされ

    ている方であっても、受給の対象になるかどうかを、ぜひ、確認されることをお勧めい

    たします。


